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資料３



GIFU CITY

介護給費等算定に係る体制等に
関する届出について

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに
限る。）については、利用者や指定相談支援事業所等に
対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日
以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた
場合には翌々月から算定を開始することができます。

共同生活援助の住居追加や定員増に関しては、8月に
開始する場合、体制届は8月1日異動とし、変更届と
合わせて前月の7月15日までに提出をお願いします。

年度初めの特例は報酬改定等新年度から取り扱いが変わるものや、
年度実績に関するもののみとなりますので、その他の加算につきましては、
通常通り前の月の15日（3月15日）までの提出が必要です。



GIFU CITY

新たに創設、見直しされた減算

・虐待防止措置未実施減算…
次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％
を減算する。
①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結
果について従業者に周知徹底を図ること

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実
施すること

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

昨年度は岐阜県が令和5年度岐阜県障害者虐待防止・権利擁
護研修を岐阜市内では3月に開催しています。
積極的な参加をお願いします。



GIFU CITY

・身体拘束廃止未実施減算…
①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その
際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
その他必要な事項を記録しなければならない。

②身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講
じなければならない。

（１）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員
会（テレビ電話装置等の使用も可能）を定期的（年1回
以上）に開催するとともに、その結果について、従業
者に周知徹底を図る

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備する
（３）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を

定期的（年1回以上）に実施する
【減算の取扱い】
（施設・居住系サービス）…基準を満たしていない場合、所定
単位数の１０％減算
（訪問・通所系サービス）…基準を満たしていない場合、所定

単位数の１％減算



GIFU CITY

情報公表未報告減算…障害者総合支援法第76条の３の規
定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所
定単位数を減算する。
・所定単位数の10％を減算
（対象サービス：療養介護、施設入所支援（施設入所支
援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、
共同生活援助、宿泊型自立訓練）
・所定単位数の５％を減算
（対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓
練（宿泊型自立訓練を除く。）、就労移行支援、就労継
続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、
地域定着支援、障害児相談支援



GIFU CITY
・障害福祉トップから障害福祉サービス等情報検索に入り、システムログインよりID,パ
スワードを入力してログインします。
・障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&Aについてはここから検索できます。
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GIFU CITY

・ＩＤが不明な場合は岐阜市障がい福祉課指導係までお問い合わせください。

１法人１ＩＤとなり、パスワードはこちらでは管理しておりませんので、担当者が変更と
なるなどした際に分からなくなることのないよう管理をしてください。



GIFU CITY

・業務継続計画未策定減算
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する
サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計
画）を策定すること

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※令和７年３月３１日までの間（令和６年度中）、「感染
症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常
災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、
減算を適用しない。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、
就労定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行

支援、地域定着支援については、「非常災害に関する具
体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、
令和７年３月３１日までの間、減算を適用しないとされ
ている。



GIFU CITY

【減算単位】
・所定単位数の３％を減算
（対象サービス：療養介護、施設入所支援（施設入所支援の
ほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む）、共同生活
援助、宿泊型自立訓練）
・所定単位数の１％を減算
（対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動
援護、短期入所、生活介護、自立訓練（宿泊型自立訓練を除
く。）、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、計画
相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、
（障害者支援施設が行う各サービスを除く）



GIFU CITY

食事提供体制加算の見直し

栄養面を評価しつつ経過措置を延長

【令和9年3月31日まで延長】

【令和5年度まで】収入が一定額以下の利用者に対して、

原則として当該施設内の調理室を使用して、食事の提供を

行った場合に所定単位数を加算する。

【見直し後】いままでのの要件に加え、

①管理栄養士等（管理栄養士又は栄養士）が献立作成に関与

または献立の確認を行う（外部に調理業務を委託している

場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や

確認に関わっていれば良い）



GIFU CITY

②利用者ごとの摂食量を記録する
（目視や自己申告等による方法も可能）

③利用者ごとの体重の記録を行う
（BMIの記録が必須。身長不明の場合は体重のみの
記録でも良い）

以上を行った場合に、 所定単位数を加算する。
※①の要件を満たさなくとも算定が可能なのは
【令和6年9月30日まで】



GIFU CITY

緊急短期入所受入加算の見直し

緊急時の受け入れについて、

緊急時の受入体制構築を適切に評価する観点から、

単位の見直しがされました。

見直し後令和５年度まで

２７０単位１８０単位福祉型

５００単位２７０単位医療型



GIFU CITY

グループホームにおける基本報酬
及び人員配置体制加算の見直し

見直し後令和５年度まで

６：１４：１ ５：１ ６：１

世話人の配置に
よる報酬区分
（介護包括型GH）

１２：１又は３０：１―人員配置体制加算
（介護包括型GH）

人員配置体制加算は、各事業所で定めた常勤時間

ではなく、週あたり４０時間で勤務延べ時間数を除して

導き出される常勤換算で確認します。



GIFU CITY

グループホーム入居中における
一人暮らし等に向けた支援の充実

自立生活支援加算（Ⅰ） 1,000 単位／月

・居宅における単身等での生活を本人が希望、かつ、

可能と見込まれる利用者の退居に向け、個別支援計画を

見直した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場合、

６月間に限り所定単位数を加算する。



GIFU CITY

グループホーム入居中における
一人暮らし等に向けた支援の充実

・居住支援法人又は居住支援協議会に対して、月に１回
以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な
情報を共有した場合に、更に１月につき 35単位を
加算する。

・居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での
療養上必要な説明及び指導を行った上で、
（自立支援）協議会や保健・医療・福祉等の関係者によ
る協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る
課題を報告した場合に、更に１月につき 500 単位を
加算する。



GIFU CITY

グループホーム入居中における
一人暮らし等に向けた支援の充実

自立生活支援加算（Ⅲ）

利用期間に応じ 40単位～８０単位／日

・以下の条件を満たす事業所において、居宅における単身

等での生活を本人が希望、かつ、可能と見込まれる利用者

の退居に向け、個別支援計画を見直した上で、一人暮らし

等に向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数

を加算する。



GIFU CITY

グループホーム入居中における
一人暮らし等に向けた支援の充実

①利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人
暮らし等へ移行することを目的とした住居（移行支援住居）を１以上有すること。

②移行支援住居の定員が２人以上７人以下であること。

③事業所に置くべきサービス管理責任者に加え、専ら移行支援
住居に入居する利用者に対する支援に従事するサービス管
理責任者であって、かつ、社会福祉士又は精神保健福祉士
の資格を有するものが７：１以上配置されていること。

④移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、
利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。

⑤移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行
するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者
等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。

⑥居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及
び居住の支援に必要な情報を共有すること。

⑦居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導
を行った上で、（自立支援）協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議
の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。



GIFU CITY

グループホーム
退居後における支援の評価

退居後共同生活援助サービス費、

退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費

2,000 単位／月

• グループホームを退居した利用者（自立生活支援加算
（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定していた者に限る。）に対し、
当該利用者の居宅を訪問して以下の要件を満たす内容の
支援を行った場合に、退居日の属する月から３月間（引
き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用
者に対しては６月間）に限り、１月につき所定単位数を
算定する。



GIFU CITY

グループホーム
退居後における支援の評価

①利用者の一人暮らし等への移行に当たって会議を開催

した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を

作成すること。

②おおむね週１回以上、利用者の居宅を訪問することに

より、当該利用者の心身の状況、その置かれている

環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な

情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉

サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の

支援を実施すること。
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居宅介護の特定事業所加算見直し
・特定事業所加算（Ⅰ）①～③のすべてに適合

・特定事業所加算（Ⅱ）①及び②に適合

・特定事業所加算（Ⅲ）①及び③に適合

・特定事業所加算（Ⅳ）①及び④に適合

見直し後令和5年度まで

（略）サービス提供体制の整備（研修の計
画的実施、情報の的確な伝達等）

①

（略）良質な人材の確保（介護福祉士の
割合が 30 ％以上等）

②

重度障害者への対応（区分５以上である者、
喀痰吸引等を必要とする者並びに
重症心身障害児及び医療的ケア児の占める
割合が 30 ％以上）

重度障害者への対応（区分５以上で
ある者及び喀痰吸引等を必要とする
者の占める割合が 30 ％以上）

③

中重度障害者への対応（区分４以上である者、
喀痰吸引等を必要とする者並びに

重症心身障害児及び医療的ケア児の占める
割合が50％以上）

中重度障害者への対応（区分４以上
である者及び喀痰吸引等を必要とす
る者の占める割合が 50 ％以上）

④
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入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

見直し後令和5年度まで

区分４以上に該当し、かつ、病院等へ

入院又は入所をする前から重度訪問介護
を受けていた利用者に対して、
（中略）
所定単位数を算定する。

区分６に該当し、かつ、病院等へ入院
又は入所をする前から重度訪問介護を

受けていた利用者に対して、当該利用者
との意思疎通を図ることができる重度

訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、
病院等において重度訪問介護を行った
場合に、入院又は入所をした病院等に
おいて利用を開始した日から起算して、
90 日以内の期間に限り、所定単位数を
算定する。
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重度訪問介護における
熟練従業者による同行支援の見直し

見直し後令和5年度まで

障害支援区分６の利用者に対し、（中略）

当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援
を行った場合に、所要時間120時間以内に限り、
所定単位数の90％（合わせて180％）を算定する。

医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な
重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に
対する支援について、
採用から６か月以内の新任従業者に限らず、
重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に
対する支援に初めて従事する従業者も、
熟練従業者の同行支援の対象とする。

障害支援区分６の利用者に対
し、指定重度訪問介護事業所
が新規に採用した従業者によ
り支援が行われる場合におい
て、当該利用者の支援に熟練
した従業者が同行して支援を
行った場合に、所要時間120
時間以内に限り、所定単位数
の85％（合わせて170％）を算
定



GIFU CITY

福祉・介護職員
処遇改善加算の見直し



GIFU CITY

福祉・介護職員
処遇改善加算の見直し
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＜実地指導でよくある指摘事項＞
計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周
知しているか。

口頭だけではなく、周知していることが客観的にわかる
記録を残してください。会議録、周知文書等を実地指導
で確認します。

研修計画を立てているか（キャリアパス要件Ⅱ）
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護
職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び
具体的な計画を策定し、計画に係る研修の実施又は
研修の機会を確保してください。

福祉・介護職員処遇改善加算について


